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参加資格審査結果の公表について 

2014年 12月 26日 

新関西国際空港株式会社 

 

関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等の選定手続きへの参加希望者から提出さ

れた参加資格審査書類について、審査の結果、参加資格審査通過者を、以下のとおり公表いたし

ます。 

 

 

 募集要項第 8.-1.の参加希望者の参加資格要件（※）①～⑥及び⑦(A)を充足した審査通過

者一覧（五十音順、敬称略） 

 

名 称 オリックス株式会社 

所在地 東京都港区浜松町二丁目 4番 1号 

 

名 称 住友不動産株式会社 

所在地 東京都新宿区西新宿二丁目 4番 1号 

 

名 称 大和ハウス工業株式会社 

所在地 大阪市北区梅田三丁目 3 番 5号 

 

名 称 東京急行電鉄株式会社 

所在地 東京都渋谷区南平台町 5 番 6号 

 

名 称 日本生命保険相互会社 

所在地 大阪市中央区今橋三丁目 5番 12号 

 

名 称 丸紅株式会社 

所在地 東京都千代田区大手町一丁目 4番 2号 
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名 称 三井不動産株式会社 

所在地 東京都中央区日本橋室町二丁目 1番 1号 

 

名 称 三菱商事株式会社 

所在地 東京都千代田区丸の内二丁目 3番 1号 

 

名 称 三菱地所株式会社 

所在地 東京都千代田区大手町一丁目 6番 1号 

 

 

 

 募集要項第 8.-1.の参加希望者の参加資格要件（※）①～⑥及び⑦(B)を充足した審査通過

者一覧（アルファベット順、敬称略） 

 

名 称 AMP Capital Investors Limited *1 

所在地 50 Bridge Street, Sydney, NSW 2000  Australia 

*1 オーストラリアのメルボルン空港に対する出資及び運営を行う会社 

 

名 称 Atlantia S.p.A. *2 

所在地 Via Antonio Nibby, 20-00161-Rome  Italy 

*2 イタリアのフィウミチーノ空港に対する出資及び運営を行う会社 

 

名 称 Changi Airports International Pte. Ltd. *3 

所在地 60 Airport Boulevard #048-049 Changi Airport Terminal 2, 819643  Singapore 

*3 シンガポールのチャンギ空港の運営を行う Changi Airport Group (Singapore) Pte. Ltd.

の完全子会社 

 

名 称 Ferrovial Aeropuertos S.A.U. *4 

所在地 Príncipe de Vergara 135, 28002, Madrid  Spain 

*4イギリスのヒースロー空港に対する出資及び運営を行う会社 
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名 称 Global Infrastructure Management, LLC *5 

所在地 12 East 49th Street, New York, NY 10017  USA 

*5 イギリスのガトウィック空港に対する出資及び運営を行う会社 

 

名 称 GMR Infrastructure Limited *6 

所在地 Skip House, 25/1, Museum Road, Bangalore-560 025  India 

*6 インドのインディラ・ガンディー国際空港に対する出資及び運営を行う会社 

 

名 称 IFM Investors Pty Ltd *7 

所在地 Level 29, 2 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria, 3000  Australia 

*7 オーストラリアのメルボルン空港に対する出資及び運営を行う会社 

 

名 称 Macquarie Capital Group Limited *8 

所在地 Level 6, 50 Martin Place, Sydney, NSW 2000  Australia 

*8 デンマークのコペンハーゲン空港に対する出資及び運営を行う会社 

 

名 称 Manchester Airports Holdings Limited *9 

所在地 6th Floor, Olympic House, Manchester Airport, Manchester, M90 1QX  UK 

*9 イギリスのマンチェスター空港に対する出資及び運営を行う会社 

 

名 称 
Public Sector Pension Investment Board *10 

AviAlliance GmbH *10 

所在地 

PSPIB: 1250 René-Lévesque Boulevard West, Montréal, Québec, H3B 4W8  

Canada 

AviAlliance: Alfredstr.236, 45133 Essen Germany 

*10ドイツのデュッセルドルフ空港に対する出資及び運営を行う会社及びその完全親会社 

 

名 称 VINCI Airports S.A.S. *11 

所在地 9, place de l’Europe 92500 Rueil Malmaison  France 

*11 ポルトガルのリスボン空港に対する出資及び運営を行う会社 
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※① 予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号）第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない

者であること。 

② PFI法（平成 11年法律第 117号）第 9条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の

欠格事由に該当しない者であること。 

③ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続の開始の申立てがなされていな

い者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続の開始の申立てがなさ

れていない者であること。 

④ 新関空会社から契約事務取扱に関する達の指名回避に関する達指針（平成 24年 6月 28日

達指針第 9号）に基づく指名回避の措置を受けている期間中の者でないこと。また、国土

交通省航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和 59 年

空経第 386 号）に基づく指名停止を受けていない者であること。 

⑤ 公募アドバイザー又はその子会社及びこれらの者と資本面若しくは人事面等において一

定の関連のある者でないこと。 

⑥ 公募アドバイザー又はその子会社及びこれらの者と資本面若しくは人事面等において一

定の関連のある者を本事業の選定に関連するアドバイザーに起用していないこと。 

⑦ 以下の要件のうちいずれかを満たしていること。 

(A) 我が国の法令・ビジネス慣習を熟知し、関西国際空港及び大阪国際空港の設置・運営

経緯を承知しているとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び関西に

おける経済の活性化に寄与する意思があること。加えて、応募企業となる意思又はコ

ンソーシアムにおける代表企業となる意思を有しており、平成 16年以降に以下のいず

れかの実績を有していること    

（ⅰ）年間利用者数 1,500万人以上の旅客施設の運営実績 

（ⅱ）店舗面積 10,000平米以上の商業施設の運営実績 

（ⅲ）年間利用者数 1,500万人以上の旅客施設に接続した延床面積 100,000平米以上

の複合ビル（商業施設を含むもの）の運営実績 

(B) 応募企業となる意思又はコンソーシアム構成員として空港運営事業の経験・知見を提

供する意思を有しており、年間旅客数 1,500万人以上の国際空港を運営する能力を有

すると認められること。 

 

以 上 


